
奈良工業高等専門学校廃水管理規程 
 

平成１６年 ４月 １日制定 

平成１９年１２月２１日改正 

（目的） 

第１条 この規程は，奈良工業高等専門学校（以下｢本校｣という｡）から公共用水域に排出する廃水

を水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第３条に定める排出基準以下に規制するために必

要な廃水の管理について定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において，次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。 

 一 ｢公共用水域｣とは，水質汚濁防止法第２条第１項に規定する公共用水域をいう。 

 二 ｢排出基準｣とは，奈良県生活環境保全条例施行規則（平成９年奈良県規則第４１号）第１６条

に規定する別表第１の基準をいう。 

 三 ｢有害物質｣とは，水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）第２条に規定する別表

第２の有害物質をいう。 

 四 ｢生活排水｣とは，し尿，ちゅう房･浴場･洗濯廃水，一般手洗水等，生活に伴って排出される廃

水をいう。 

 五 ｢濃厚廃液｣とは，実験，実習及び研究等の結果生じる有害物質廃液並びにそれに係る器具類等

の第１回及び第２回の洗浄廃水をいう。 

 六 ｢実験洗浄廃水｣とは，前項に規定する器具類等の第３回以降の洗浄廃水をいう。 

（統括廃水管理責任者） 

第３条 本校の廃水管理を統括的に行うため，統括廃水管理責任者を置き，校長をもって充てる。 

２ 統括廃水管理責任者は，廃水管理責任者並びに水質管理センター管理責任者を指揮する。 

（副統括廃水管理責任者） 

第４条 統括廃水管理責任者を補佐するため，副統括廃水管理責任者を置き，事務部長をもって充て

る。 

（委員会） 

第５条統括廃水管理責任者の諮問に応じ，廃水管理に関する重要事項を審議するため，委員会を置く｡

ただし，当分の間，本校運営会議をもってこれに代える。 

（廃水管理責任者） 

第６条 本校の廃水管理に関する業務を分担して行うため，次に掲げるとおり，各施設ごとに廃水管

理責任者を置く。 

 一 一般教科及び各学科廃水管理責任者 一般教科及び当該学科主任 

 二 図書館･総合情報センター廃水管理責任者 情報メディア教育センター長 

 三 課外教育施設廃水管理責任者 学生主事 

 四 学寮廃水管理責任者 寮務主事 

 五 事務室等管理部門廃水管理責任者 当該各課長 

２ 廃水管理責任者を補助するため，廃水管理責任者の補助者を別に定めることができる。 

（廃水管理責任者の任務） 

第７条 廃水管理責任者の任務は，次のとおりとする。 

 一 生活廃水，濃厚廃液及び実験洗浄廃水の取扱いについて，教職員に周知させること。 



 二 教職員に対し，本校の水質管理センターの処理方式を理解させるとともに適正な廃水が排出さ

れるよう指揮監督すること。 

 三 有害物質を含む薬品の種類及び数量を常時把握すること。 

 四 学生に対し，本規程を理解させるとともに，公害防止に関する理念を，教育を通して体得させ

ること。 

 五 その他事故発生時における処理等，廃水管理に関する必要な事項。 

（水質管理センター） 

第８条 本校の水質管理センターは，生活廃水処理施設及び実験廃水処理施設をもって構成する。 

（水質管理センターの管理） 

第９条 水質管理センターに水質管理センター管理責任者（以下「センター管理責任者」という。）

を置き，総務課長をもって充てる。 

２ センター管理責任者は，統括廃水管理責任者の命を受け，水質管理センターの管理に関する必要

な業務を行う。 

３ 統括廃水管理責任者は，別に専門的な学識を有する教職員を指名し，センター管理責任者の業務

の一部を分掌させるものとする。 

（センター管理責任者の任務） 

第１０条 センター管理責任者の任務は，次のとおりとする。 

 一 水質管理センターが常時完全な機能を発揮し得るよう必要な措置を講ずること。 

 二 水質管理センターから発生する余剰汚泥について，適法な処分を行うこと。 

 三 実験廃水処理施設に流入する実験洗浄廃水を分析し，稼働の指令を行うこと。 

 四 その他水質汚濁防止法に定められた遵守義務の遂行等，水質管理センターの管理上必要と認め

られる事項。 

（教職員･学生の責務） 

第１１条 本校の教職員，学生は，本校構内において廃水を排出する場合は，廃水が排出基準に適合

し，かつ，水質管理センターの機能を阻害することのないよう，次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

 一 生活排水及び実験洗浄廃水は，それぞれ指定の流し又は排水口に排出すること｡ 

 二 濃厚廃液は，排出することなく，指定の容器に貯留すること。 

 三 アルキル水銀化合物については，使用責任者が実験室内で処理し，廃水としないこと。 

 四 実験室等において，前各号の取扱いを誤ったときは，直ちに廃水管理責任者に通報すること｡ 

 五 排水管路等に異常を発見したときは，直ちに廃水管理責任者に通報すること。 

２ 前項第２号に規定する指定の容器は，別表第３の分別貯留区分により指定された容器とする。 

３ 分別貯留容器の設置場所及び貯留廃液処分の取扱いについては，別に定める。 

 

   附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ この規程施行に伴い，奈良工業高等専門学校廃水管理規則（昭和５６年６月１日制定）は廃止す

る。 

   附 則 

 この規程は，平成１９年１２月２１日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

 



別表第１ 

１ 有害物質に係る排水基準 

有害物質の種類 許容限度 

カドミウム及びその化合物 １リットルにつきカドミウム０.１ミリグラム 

シアン化合物 １リットルにつきシアン１ミリグラム 

有機燐化合物(パラチオン，メチルパラチオン，

メチルジメトン及びＥＰＮに限る。) 
１リットルにつき１ミリグラム 

鉛及びその化合物 １リットルにつき鉛０.１ミリグラム 

六価クロム化合物 １リットルにつき六価クロム０.５ミリグラム 

砒素及びその化合物 １リットルにつき砒素０.１ミリグラム 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 １リットルにつき水銀０.００５ミリグラム 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

ＰＣＢ １リットルにつき０.００３ミリグラム 

トリクロロエチレン １リットルにつき０.３ミリグラム 

テトラクロロエチレン １リットルにつき０.１ミリグラム 

ジクロロメタン １リットルにつき０.２ミリグラム 

四塩化炭素 １リットルにつき０.０２ミリグラム 

１・２―ジクロロエタン １リットルにつき０.０４ミリグラム 

１・１―ジクロロエチレン １リットルにつき０.２ミリグラム 

シス―１・２―ジクロロエチレン １リットルにつき０.４ミリグラム 

１・１・１―トリクロロエタン １リットルにつき３ミリグラム 

１・１・２―トリクロロエタン １リットルにつき０.０６ミリグラム 

１・３―ジクロロプロペン １リットルにつき０.０２ミリグラム 

チウラム １リットルにつき０.０６ミリグラム 

シマジン １リットルにつき０.０３ミリグラム 

チオベンカルブ １リットルにつき０.２ミリグラム 

ベンゼン １リットルにつき０.１ミリグラム 

セレン及びその化合物 １リットルにつきセレン０.１ミリグラム 

 

備考 

 １ この表に掲げる許容限度は，排水基準を定める省令(昭和４６年総理府令第３５号)第２条に規

定する環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 

 ２ 「検出されないこと」とは，前号の方法により排出水の汚染状態を検定した場合において，そ

の結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

 

 

 



２ その他の汚染状態に係る排水基準 

許容限度 
項目 

新設事業場 既設事業場 

化学的酸素要求量（単位 １リットルにつきミリグラム） 
１６０（日間平均

１２０） 

１６０（日間平均

１２０） 

生物化学的酸素要求量（単位 １リットルにつきミリグラム）
 ２５（日間平均

２０） 

 ７０（日間平均

５０） 

水素イオン濃度（水素指数） 
５．８以上 

８．６６以下 

５．８以上 

８．６以下 

浮遊物質量（単位 １リットルにつきミリグラム） 
 ９０（日間平均

７０） 

１００（日間平均

８０） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）（単位１リ

ットルにつきミリグラム） 
５ ５ 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）（単

位 １リットルにつきミリグラム） 
３０ ３０ 

フェノール類含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） ５ ５ 

銅含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） ３ ３ 

亜鉛含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） ５ ５ 

溶解性鉄含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） １０ １０ 

溶解性マンガン含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） １０ １０ 

クロム含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） ２ ２ 

弗素含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） １５ １５ 

大腸菌群数（単位 １立方センチメートルにつき個） 
日間平均 

 ３，０００ 

日間平均 

 ３，０００ 

窒素含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） 
１２０（日間平均

６０） 

１２０（日間平均

６０） 

燐含有量（単位 １リットルにつきミリグラム） １６（日間平均８） １６（日間平均８）

 

備考 

 １ この表に掲げる許容限度は，排水基準を定める省令第２条に規定する環境大臣が定める方法に

より検定した場合における検出値によるものとする。 

 ２ 「新設事業場」とは次に掲げるものをいい，「既設事業場」とはそれ以外のものをいう。 

 （１）大和川水域（大和川及びこれに流入する公共用水域をいう。）に排出水を排出する汚水等排

出事業場であって，昭和４７年１月１日以後に新たに設置されたもの（同日において既に着工



されていたものを除く。）をいう。 

 （２）その他の水域に排出水を排出する汚水等排出事業場であって，平成２年４月１日以後に新た

に設置されたもの（同日において既に着工されていたものを除く。）をいう。 

 ３ 「日間平均」による許容限度は，１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

 ４ この表に掲げる許容限度は，１日当たりの平均的な排出水の量が５０立方メートル以上である

汚水等排出事業場に係る排出水について適用する。ただし，歴史的風土保存区域又は風致地区内

の新設事業場に係る排出水については，１日当たりの平均的な排出水の量が１０立方メートル以

上である場合についても，適用する。 

 ５ 生物化学的酸素要求量についての排水基準は，湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限

って適用し，化学的酸素要求量についての排水基準は，湖沼に排出される排出水に限って適用す

る。 

 ６ 窒素及び燐についての排水基準は，排水基準を定める省令別表第２の備考６及び７の規定に基

づき環境大臣が定める湖沼，海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って

適用する。 

 



別表第２ 

有害物質 

１ カドミウム及びその化合物 

２ シアン化合物 

３ 有機燐化合物（ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名パラチオン），ジ

メチルパラニトロフエニルチオホスフエイト（別名メチルパラチオン），ジメチルエチ

ルメルカプトエチルチオホスフエイト（別名メチルジメトン）及びエチルパラニトロフ

エニルチオノベンゼンホスホネイト（別名ＥＰＮ）に限る。） 

４ 鉛及びその化合物 

５ 六価クロム化合物 

６ 砒素及びその化合物 

７ 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 

８ ポリ塩化ビフェニル 

９ トリクロロエチレン 

１０ テトラクロロエチレン 

１１ ジクロロメタン 

１２ 四塩化炭素 

１３ １・２―ジクロロエタン 

１４ １・１―ジクロロエチレン 

１５ シス―１・２―ジクロロエチレン 

１６ １・１・１―トリクロロエタン 

１７ １・１・２―トリクロロエタン 

１８ １・３―ジクロロプロペン 

１９ テトラメチルチウラムジスルフイド（別名チウラム） 

２０ ２－クロロ－４・６－ビス（エチルアミノ）－ｓ－トリアジン（別名シマジン） 

２１ Ｓ－４－クロロベンジル＝Ｎ・Ｎ－ジエチルチオカルバマート（別名チオベンカルブ）

２２ ベンゼン 

２３ セレン及びその化合物 

２４ ほう素及びその化合物 

２５ ふつ素及びその化合物 

２６ アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

 

 

 

 

 

 



別表第３ 

濃厚廃液分別貯留区分 

分別貯留分類 摘       要 

Ａ 有機系 可溶性 排出者（原点）において処理する。 

Ｂ 有機系 不溶性    〃 

Ｃ 無機系 シアン系 排出者（原点）において，分解できるものは分解する。

Ｄ 
無機系 金属系 

（重金属等） 
有害汚染項目・生活汚染項目で有機水銀は除く 

Ｆ 
無機系 金属系 

（有機水銀） 

無機水銀に変えて金属系で貯留又は排出者（原点）に

おいて処理をする。 

Ｅ 無機系 酸・アルカリ系 排出者（原点）において，中和できるものは中和する。

Ｇ 無機系 写真関係 現像・定着廃液 

 

備考 

 １ 濃厚廃液は上記区分別により各実験室等に貯留容器を設置し，これに貯留する。 

 ２ 貯留した濃厚廃液は，廃液処理業者により処理する。 

 


